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香港栄養表示制度の香港栄養表示制度の  
要約要約

栄養表示制度に関する勉強会栄養表示制度に関する勉強会 上級編上級編
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食品業者向け資料と食品業者向け資料と  
支援活動支援活動



 

技術的指導書（Technical guidance notes）*(1)



 

手法指導書（Method guidance notes）*(2)



 

勉強会（基本編、上級編）


 

ヘルプデスク（電話でのお問い合わせ）: 2381 6096


 

24時間対応ホットライン（留守電音声・ファックス・メッセージ）： 2868 0000


 

オンライン情報（www.cfs.gov.hk）：


 

よくある質問


 

その他の情報。Nutrition Label Calculator（栄養表示計算機）など
http://www.cfs.gov.hk/english/programme/programme_nifl/nlc-intro.html

*CFSのコミュニケーション・リソース・ユニットにて入手可能（無料）。あるいは、以下

 のCFSのWebサイトからダウンロード可能：
(1) http://www.cfs.gov.hk/english/food_leg/files/nl_technical_guidance_e.pdf
(2) http://www.cfs.gov.hk/english/food_leg/files/nl_method_guidance_e.pdf

http://www.cfs.gov.hk/
http://www.cfs.gov.hk/english/programme/programme_nifl/nlc-intro.html
http://www.cfs.gov.hk/english/food_leg/files/nl_technical_guidance_e.pdf
http://www.cfs.gov.hk/english/food_leg/files/nl_method_guidance_e.pdf
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勉強会勉強会 基本編の復習基本編の復習


 
理論


 

改訂規則


 

技術的指導書


 

手法指導書


 

間接的栄養分析


 

少量販売商品に対する免除制度



 
実務


 

栄養表示および強調表示の作成ステップ


 

ケーススタディ



 
質疑応答
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本制度と時間枠本制度と時間枠



 
目的：



 

消費者の健全な食品選択を促進する



 

公衆の健康に役立つよう、食品調合に健全な栄養
 原則を適用することを食品製造業者に促す



 

栄養情報に関して誤解を招く、あるいは誤った表示
 や強調表示を規制する



 
時間枠：



 

2008年5月28日に香港立法会により成立



 

2年間の猶予期間



 

2010年7月1日より施行
 （適用免除食品一覧にあるものを除き、すべての包装済み食

 品には栄養表示が義務付けられている）
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本制度の適用範囲本制度の適用範囲


 

一般的な包装済み食品に適用される


 

以下は適用外とする：



 
36カ月未満の乳幼児向け調乳および食

 品



 
特殊用途食品
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本制度の骨子本制度の骨子

食品に表示すべき栄養情報

栄養表示 強調表示*

栄養素含有量表示

栄養機能表示
栄養素比較表示

*規制の対象は、食品の表示および宣伝である
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表示義務のある栄養素表示義務のある栄養素



 
1+7 （熱量および7種の主要栄養素：タンパク質、炭水化

 物*、総脂質、飽和脂肪酸、トランス脂肪酸、ナトリウム、
 糖）



 
強調表示を行う栄養素 （どの種の脂肪でも強調表示を

 行う場合は、コレステロールの量も表示すること）



 
その他の栄養素 （表示は任意）

*「有効炭水化物」あるいは「総炭水化物」として表示して
 よい（後者の場合は食物繊維の量も表記すること）
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適用免除に関する重要点適用免除に関する重要点



 
以下の4つの原則にしたがい、計16の品目は適用免除：


 

食品業者にとって実質的に困難（例：パッケージ/容
 器の総表面積が100cm2未満）



 

熱量がゼロ* で主要栄養素を含まない食品



 

添加物を配合しなくても新鮮で、加工されていない食
 品（例：生鮮あるいは乾燥させた果物や野菜）



 

販売量が少量である食品- 少量販売商品に対する
 免除制度



 

年間販売量が30,000ユニットを越えない包装済み食

 品


 

その他の条件を満たし、承認申請を行わなければな

 らない

*ゼロの定義を満たすこと
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栄養表示規定栄養表示規定  
遵守の検証遵守の検証


 

適切な手法を用いた試験分析に基づいている
 （手法指導書を参照）


 

許容限度にしたがっている：



 
表示されている栄養価の正確さ



 
強調表示には適用されない



 
「ゼロ」の定義には適用される
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許容限度許容限度



 

技術的指導書表3
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改訂規則成立後の食品業者改訂規則成立後の食品業者  
の対応努力の対応努力



 
規制を遵守した栄養表示を行う食品が増えつつある

成立前 成立後

成立前 成立後
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~ ~ ご静聴ありがとうございましたご静聴ありがとうございました ~~
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